
八景中学校ＰＴＡ 会則  

 
第１章 名称及び事務所 

 
（名称及び事務所） 

第１条 三田市立八景中学校ＰＴＡ（以下、「本会」という。）は、事務所を八景中 
     学校に置く。  

  
第２章 目的及び活動 

 
（目的と活動） 

第２条 本会は、家庭と学校が一体となって、生徒の望ましい成長と福祉の増進を図る

ことを目的とし、その達成のために次の活動を行う。    
１) 家庭や地域における教育に関すること     
２) 生徒の安全及び校外生徒指導に関すること    
３) 会員相互の研修と親睦に関すること     
４) 生徒の教育環境の整備に関すること      
５) その他、目的を達成するために必要と認めること    

        
第３章 会 員 

 
（会員とは） 

第３条 本校の生徒の保護者及び本校に勤務する教職員のうち、入会を希望する者（以

下、「会員」という。）によって組織する。    
    

（入会） 
第４条 本会への入会は任意とし、入会届の提出をもって入会とする。また、退会の申

し出がない限り卒業まで自動継続とする。 

１) 入会届は、入学時に提出すること 

２) 入学時には入会せず、途中入会を希望する場合、随時入会届を提出することがで   

    きる。 
 
（退会） 

第５条 次の場合、退会となる。 

１) 会員が退会届を提出したとき 



    会員が退会届を提出する場合、退会する日の少なくとも 1 か月以上前に、本会へ    
    退会届を提出しなければならない。 

２) 生徒が卒業や転校等により在校しなくなったとき 

３) 会員として不適切と役員会が認めたとき 

４) その他上記の項目に準ずるとき 

 
第４章 役員及び委員の役割 

 
（役員） 

第６条 本会に次の役員を置き、それぞれの役割に当たる。役員の人数に関しては細則

で定める。  

１) 会 長：本会を代表し、会務を総括する 

２) 書 記：議事及び活動の記録並びに会の運営に必要な事務に当たる  

３) 会 計：会計事務に当たる       

４) 監 査：会計の監査に当たる 

５) 補 佐：会長、書記、会計などの補佐に当たる     

６) 顧 問：会長の諮問に応じ、また意見を陳述する    

 
（委員） 

第７条 本会に次の委員を置き、それぞれの役割に当たる。委員の人数に関しては、細

則で定める。 

１) 広報委員：広報誌の発行等を行う 

２) 愛護委員；安全活動等を推進する 

 
（学校長） 

第８条 学校長は、この会の運営に対して助言し、各会議に出席し意見を述べることが

できる。また、活動が学校に深い関心を持つ場合には、その調査に当たる。 
  

 
（任期） 

第９条 役員及び委員の任期は総会から次年度総会までの１年とし、再選を妨げない。

ただし、退会した場合はその限りではない。    
 
（兼務） 

第１０条 役員は、他の役員を兼ねることもできる。    
          



第５章 役員及び委員の選出 
 

（選出方法） 
第１１条 役員及び委員の選出は、次の通りとする。     

１) 会長は、会員の中から立候補を募り、現役員会において選出した上で、総会にお

いて承認を得る。 
２) 書記・会計・監査は、会員の中から立候補を募り、現役員会において選出した上

で、総会において承認を得る。 
３) 補佐は、会員の中から立候補を募り、現役員会において選出した上で、総会にお

いて承認を得る。  
４) 顧問は、必要ある場合に会長が委嘱し、総会の承認を得る。  
５) 委員は、会員の中から立候補を募り、現役員会において選出した上で、総会にお

いて承認を得る。 
 

（立候補者がいない場合等） 
第１２条 立候補者がいない場合等には、会員による推薦によって選出することができ

る。立候補者及び推薦によっても役員又は委員が選出できない場合には、当該役

員又は委員は欠員とする。 

 

第６章 組 織 
 

（会議） 
第１３条 本会は、その活動を維持するために、次の会議を置く   

１) 総 会         

会員によって構成し、本会最高の議決機関であって、年度初めに開く定期総会

は役員の選出、事業計画、予算、事業報告、決算その他の重要な事項について

審議決定する。臨時総会は会長又は全体委員会が必要と認めた時の他、会員の

１０分の１以上の要求がある時に開くことができる。総会は、会員の１０分の

１以上（委任状含む）の出席で成立する。      
２) 役員会          

役員によって構成し、本会事業の計画立案並びに運営について審議し、その執

行を推進する。 
３) 広報委員会 

広報委員によって構成し、広報誌の企画・作成等を行う。 
４) 愛護委員会 

     愛護委員によって構成し、安全活動等を企画し実行する。  



５) 全体委員会 

    すべての役員及び委員によって構成し、本会の運営に関する重要な事項について    
    審議する。 
         
（議決方法） 

第１４条 各会議の審議は、出席者の過半数をもって可決する。出席者には、オンライ

ンでの参加者も含めることができる。     
         

第７章 会 計 
 

（経費） 
第１５条 経費は、会費及び会の事業収益その他をもって充てる    

（会費） 
第１６条 会員は、所定の会費を納めるものとする。会費の額は、細則によって定める。 

 
（会計年度） 

第１７条 会計年度は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 
   
（会計監査） 

第１８条 会計監査は、定期年２回の他、必要に応じて行い、年度始めの総会において

監査報告を行うものとする。  
 

第８章 ボランティアスタッフ 
  
（ボランティアスタッフとは） 

第１９条 ボランティアスタッフとは、本会の活動を補助するため、臨時的又は継続的

に参加を希望する会員及び会員以外の保護者や教職員のことをいう。 

 

第２０条 ボランティアスタッフは、役員会又は各員会において必要と判断した場合に

その都度募集をかけることができる。 

 

第９章 付 則 
 

（禁止事項） 



第２１条 本会及び本会の役員・委員は、その名において、営利及び特定の団体事業、

政党、宗教、思想、その他本会の目的以外のために利用し、利用されてはならな

い。 
 
（細則） 

第２２条 本会の運営に関する必要な細則は、本会則に反しない限り、全体委員会の議

決を経て定めることができる。 
       
（会則に定めのない事項） 

第２３条 本会則に定めのない事項及び解釈上疑義を生じたときは、その都度全体委員

会に諮り決定する。       
  
（会則の改定） 

第２４条 本会則は、総会において、出席者の過半数の賛成があれば改正することがで

きる。出席者には、オンラインでの参加者も含めることができる。 
 
（個人情報の取扱い） 

第２５条 本会の個人情報の取り扱いについては、別に「三田市立八景中学校ＰＴＡ個

人情報取扱規則」を定める。 
 
（改定履歴） 

第２６条 本会則は、昭和６０年４月１日から施行する。 
  昭和６２年 ４月２８日     一部改正 

   昭和６３年 ４月２９日     一部改正 
     平成 ２年 ４月２９日     一部改正 
     平成１７年 ５月 ２日     一部改正 
     平成１９年 ５月 ２日     一部改正 
     ただし、地区委員にかかわるものについては平成２０年度選出時より適用する 
     平成２４年 １月２８日     一部改正 
     平成３０年 ４月２７日     一部改正 
     令和 ２年 ４月２４日     一部改正 
     令和 ５年１２月 ８日     全面改訂（施行日：令和 6 年 4 月 1 日） 
      
 

以上 


